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問い合わせ先　環境整備課（☎４３-９２２２）

▽国勢調査コールセンター…☎０５７０-０７-２０２０
※IP電話の場合は☎０３-６６３６-９６０７。設置期
間は10月31日（土）まで。受け付け時間は土・日曜日、
祝日を含む８時～21時。

▽市役所総務課…☎４３-７１１５
※受け付け時間は、土・日曜日、
祝日を除く８時30分～17時15分。

　10月８日～20日に、回答がなかっ

た世帯には調査員証を持った調査

員が訪問します。国勢調査は、日

本に住む全ての人と世帯を対象に

した、国の最も重要な調査です。

皆さんの回答を願いします。また、

国勢調査を装った不審な訪問者や、

不審な電話・電子メールなどに注

意してください。

▽（公社）広島県環境保全センター
（☎０８２-８４９-６４１１）

▽（公社）広島県浄化槽協会
（☎０８２-５６９-５５４０）

紙の調査票でも回答できます
　紙の調査票での回答を希望する人は、郵送提出用
封筒で提出するか、調査員に直接提出してください。

　浄化槽の浄化機能が十
分に発揮されているか確
認するため、毎年１回、
県知事指定検査機関の検
査を必ず受けてください。
申し込み方法

　県知事指定検査機関と
　の契約が必要です。契
　約書の様式は、指定検
　査機関に送付してもら
　うか、環境整備課にあ
　る備え付けのものを利
　用してください。

　浄化槽を新設・変更し
たときは、設置工事が正
しく行われているかなど
の検査を受ける必要があ
ります。
検査期間

　使用開始後３か月が経
　過した日から５か月以内
申し込み方法

　浄化槽設置届の提出時
　に検査の依頼書を添付
　してください。

②毎年１回の定期検査 ①使用開始後の検査
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検査は、次の県知事指定検査機関が行います

法定検査は２種類

インターネット回答
・紙での回答期限

パソコンやスマートフォンで、いつでも回答可能

１０月７日（水）
インターネット回答をお願いします
　インターネット回答利用ガイドに記載されている

ログインＩＤとアクセスキーを、専用サイトに入力

およそ16問の質問に、回答してください。

９月号の記事に誤りが

ありました

　特例補助金の掲載で、正しくは、

� が汲み取り便槽、単独

処理浄化槽からの転換のみ対象とな

ります。訂正して、お詫びいたします。

　　の区域
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